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　表２‐１５　大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設の届出状況

計
一　般　粉　じ　ん　発　生　施　設　数

工場・
事業場数地　　域

ふるい破砕機
摩砕機

ベルトコンベア
バケットコンベア堆積場

２８２１６８３７１１１２６４富 山 市
１４７２３２７２４１３５高 岡 市
２８２１５０１１１８魚 津 市
４５４７２５９１０氷 見 市
１７１４５７７滑 川 市
８０８２５２５２２１０黒 部 市
５１４１１１６２０１１砺 波 市
７５９２０１４３２２４小 矢 部 市
８７４１５４２２６２５南 砺 市
１２８２７７３４６２０射 水 市
１２１１３４６３８２４２２中 新 川 郡
８７４２４４５１４１２下 新 川 郡

１，１４８６９２８９４２６３６４２５８合　 　 計

（２２年３月３１日現在）

（２２年３月３１日現在）
　表２‐１６　大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出施設の届出状況

計

９８７６５４３２１

工
場
・
事
業
場
数

地
　
　
　
　
域

（
内
部
浮
屋
根
式
を
含
む
。）
も
の
を
除
く
。）

性
有
機
化
合
物
の
貯
蔵
タ
ン
ク
（
密
閉
式
及
び
浮
屋
根
式

に
お
い
て
蒸
気
圧
が
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
揮
発

ガ
ソ
リ
ン
、原
油
、ナ
フ
サ
そ
の
他
の
温
度
三
十
七
・
八
度

む
。）
性
有
機
化
合
物
を
蒸
発
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
含

設
（
当
該
洗
浄
施
設
に
お
い
て
洗
浄
の
用
に
供
し
た
揮
発

工
業
の
用
に
供
す
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
に
よ
る
洗
浄
施

（
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

印
刷
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設

（
オ
フ
セ
ッ
ト
輪
転
印
刷
機
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

印
刷
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設

含
む
。）
の
製
造
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。）

（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
及
び
木
材
又
は
木
製
品
（
家
具
を

接
着
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設

乾
燥
施
設

す
る
も
の
に
限
る
。）の
製
造
に
係
る
接
着
の
用
に
供
す
る

シ
ー
ト
、
は
く
離
紙
又
は
包
装
材
料
（
合
成
樹
脂
を
積
層

印
刷
回
路
用
銅
張
積
層
板
、
粘
着
テ
ー
プ
若
し
く
は
粘
着

（
吹
付
塗
装
及
び
電
着
塗
装
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

塗
装
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設

塗
装
施
設
（
吹
付
塗
装
を
行
う
も
の
に
限
る
。）

を
蒸
発
さ
せ
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。）

の
製
造
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設
（
揮
発
性
有
機
化
合
物

揮
発
性
有
機
化
合
物
を
溶
剤
と
し
て
使
用
す
る
化
学
製
品

９００２０２１０１３４富 山 市
３００００００００３２高 岡 市
０００００００００００魚 津 市
０００００００００００氷 見 市
４０００３０１０００２滑 川 市
３０００００３０００１黒 部 市
０００００００００００砺 波 市
１０００００００１０１小矢部市
０００００００００００南 砺 市
０００００００００００射 水 市
４００００２２０００１中新川郡
２００００１１０００１下新川郡
２６００２３５８０２６１２合　 計
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　表２‐１８　大気関係立入調査状況（２１年度）

合

計
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造
業

製
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用
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造
業
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鉄
金
属
製
造
業

鉄

鋼

業

製

造

業

窒
業
・
土
石
製
品

ゴ
ム
製
品
製
造
業

製
品
製
造
業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

化

学

工

業

紙
加
工
品
製
造
業

パ
ル
プ
・
紙
・

繊

維

工

業

食
料
品
製
造
業

業種

区分

５１２１１
ば い じ ん

基
準
の
適
合
状
況

（６）（１）（３）（１）（１）

２４１２２１４１１３有 害 物 質
及 び
有 害 ガ ス （４４１）（１）（３）（５）（２）（２６２）（１）（１６７）

１０２２１１２１１燃 料 中 の
硫 黄 分 （２９）（３）（３）（６）（２）（９）（３）（３）

８１１２４
ＶＯＣ施設

（１４）（１）（２）（５）（６）

４７４６２１１４２２１２２０１１
小 計

（４９０）（５）（９）（５）（１）（２）（２６２）（８）（２）（２）（５）（１８３）（３）（３）

５３５１２１４３４３３１２１７２３２ば い 煙
発 生 施 設

届
出
確
認

（３１８）（１５）（１２）（１８）（２）（４０）（３６）（３２）（１８）（８）（１）（６）（１１１）（４）（１２）（３）

９１８堆積場等の
粉 じ ん
発 生 施 設 （８１）（２）（７９）

１１
ＶＯＣ施設

（２）（２）

６３６１２１４３４３１１１３１７２３２
小 計

（４０１）（１７）（１２）（１８）（２）（４０）（３６）（３２）（１８）（８７）（１）（８）（１１１）（４）（１２）（３）

１１０１０６３３２８５６３１２１５３７３４２
合 計

（８９１）（２２）（９）（１７）（１９）（４）（３０２）（４４）（３４）（１８）（８９）（１）（１３）（２９４）（７）（１５）（３）

２６２１４１８１８１指 導 件 数

注　数字は工場･事業場数、（　）は施設数です。

　表２‐１７　大気汚染防止法に基づくアスベスト除去工事等作業の届出状況（２１年度）
計封じ込め囲い込み除　去

４５（２０）４５（２０）解 体
４５（１５）１（０）０（０）４４（１５）改 造 ・ 補 修
９０（３５）１（０）０（０）８９（３５）計

注１　（　）は立入り件数。
　２　富山市所管分を除きます。
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　表２‐１９　大気汚染緊急時の措置

措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置
区　分物質

自 動 車 等緊 急 時 協 力 工 場一　 　 般

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置が行える体制をと
ることを要請

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
による硫黄酸化物排出量
の減少について協力を要
請

情 報
硫

黄

酸

化

物

・　通常硫黄酸化物排出量
の２０％以上削減するよう
勧告

〃注意報

・　通常硫黄酸化物排出量
の５０％以上削減するよう
勧告

〃警　報

・　硫黄酸化物排出許容量
の８０％以上削減するよう
命令

〃重 大
警 報

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置が行える体制をと
ることを要請

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
によるばい煙排出量の減
少について協力を要請
・　次の事項について注意
するよう周知
　敢　屋外になるべく出な

いようにする
　柑　屋外運動はさしひか

えるようにする
　桓　光化学スモッグの被

害を受けた人は、最寄
りの厚生センター（保
健所）に連絡する

情　報

オ

キ

シ

ダ

ン

ト

〃
・　燃料使用量等を通常使
用量の２０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう勧告

〃注意報

〃
・　燃料使用量等を通常使
用量の３０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう勧告

〃警　報

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請
・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定による
措置をとるべきことを要
請

・　燃料使用量等を通常使
用量の４０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう命令〃重 大

警 報
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措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置
区　分物質

自 動 車 等緊 急 時 協 力 工 場一　 　 般

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置を行える体制をと
ることを要請

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
によるばい煙排出量の減
少について協力を要請

情 報浮

遊

粒

子

状

物

質

・　燃料使用量等を通常使
用量の２０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう勧告

〃注意報

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請
・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定による
措置をとるべきことを要
請

・　燃料使用量等を通常使
用量の４０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう命令〃重 大

警 報

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置を行える体制をと
ることを要請

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
によるばい煙排出量の減
少について協力を要請

情　報二
　
　
酸
　
　
化
　
　
窒
　
　
素

・　燃料使用量等を通常使
用量の２０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう勧告

〃注意報

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請
・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定による
措置をとるべきことを要
請

・　燃料使用量等を通常使
用量の４０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう命令〃重 大

警 報
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（２２年３月３１日現在）

　図２‐１　悪臭苦情の発生源別推移

　表２‐２０　公害防止条例に基づく悪臭の届出工場・事業場の概要

工場・事業場数市　町　村工場・事業場数市　町　村

７７南 砺 市１５７富 山 市

５射 水 市３１高 岡 市

３舟 橋 村３０魚 津 市

３５上 市 町３６氷 見 市

８２立 山 町１８滑 川 市

２４入 善 町１０４黒 部 市

３朝 日 町３４砺 波 市

７０４計６５小 矢 部 市
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　表２‐２１　畜産業の悪臭実態調査結果（２１年度）
畜産業（養鶏場等）業　　　　　種

４工場・事業場数

風上敷地境界風下敷地境界測　定　場　所

ＮＤＮＤア ン モ ニ ア特
定
悪
臭
物
質

ＮＤＮＤ～０．００１硫 化 水 素

ＮＤＮＤプロピオン酸

ＮＤＮＤノルマル酪酸

volppm単 位

注　ＮＤとは、定量限界（アンモニア０．１ppm、硫化水
素０．００１ppm、プロピオン酸０．００１ppm、ノルマル
酪酸０．０００４ppm）未満です。

　表２‐２３　畜産農家の巡回指導等の実施状況（２１年度）

計鶏豚肉 用 牛乳 用 牛区　　　分

５５４２９３８２１１２７６巡　回　指　導（延）

１０－１０－－水　質　検　査（延）

４－４－－悪　臭　調　査（延）

（単位：件）

　表２‐２４　各種助成制度に基づく家畜ふん尿処理施設設置実績（２１年度）

事業費（千円）件　数事　　業　　名区　　　　分

２２，３１４１畜産担い手育成総合整備事業補 助 事 業

　表２‐２２　畜産環境保全実態調査結果

主　な　処　理　施　設
調査戸数

区分

畜種 その他浄化処理強制発酵堆積発酵火力乾燥天日乾燥

１１１１１９５－－６９乳 用 牛

２－２６０－－５２肉 用 牛

－１８６３５－－２８豚

２－９２３０１２３鶏

１５１９２８２１３０１１７２計

（２１年度）
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　表２‐２５　公共用水域の水域別測定地点数（２１年度）
測　定　地　点　数

水域数水　　域　　名区
分 計国土交通省富　山　市富　山　県

５（　５）５（　５）４阿尾川、余川川、上庄川、仏
生寺川

河
　
　
　
　
　
川

１５（　８）６（　３）９（　５）１小矢部川
５（　３）３（　２）２（　１）１庄川

８（　４）８（　４）３内川、下条川、新堀川（主幹
排水路を含む。）

２４（１１）８（　５）１６（　６）１神通川（運河を含む。）
３（　２）３（　２）１常願寺川
７（　４）２（　１）５（　３）１白岩川

１０（８）１０（　８）６上市川、中川、早月川、角川、
鴨川、片貝川

３（　１）３（　１）１黒部川

１０（１０）１０（１０）８黒瀬川、高橋川、吉田川、入川、
小川、木流川、笹川、境川

９０（５６）２３（１３）１８（　７）４９（３６）２７小　　　　計
２（　１）２（　１）１境川ダム貯水池（桂湖）

湖
　
　
沼

２（　１）２（　１）１有峰ダム貯水池（有峰湖）
２（　１）２（　１）１黒部ダム貯水池（黒部湖）
６（　３）２（　１）４（　２）３小　　　　計
６（　３）６（　３）１富山新港海

　
域

２２（２２）２２（２２）１富山湾
２８（２５）２８（２５）２小　　　　計
１２４（８４）２３（１３）２０（　８）８１（６３）３２合　　　　計

注　（　）内は環境基準点数です。

　表２‐２６　地下水の水質測定地点数（２１年度）

　　敢　概況調査
測 定 機 関地　点　数市　町　村測 定 機 関地　点　数市　町　村
富 山 県７南 砺 市富 山 市２０富 山 市
富 山 県８射 水 市富 山 県８高 岡 市
富 山 県１上 市 町富 山 県３魚 津 市
富 山 県２立 山 町富 山 県３氷 見 市
富 山 県３入 善 町富 山 県３滑 川 市
富 山 県１朝 日 町富 山 県６黒 部 市

富 山 県６砺 波 市
７６合　 　 計富 山 県５小 矢 部 市

測 定 機 関地　点　数市　町　村測 定 機 関地　点　数市　町　村
富 山 県５南 砺 市富 山 県５高 岡 市
富 山 県８射 水 市富 山 県３砺 波 市

２６合　 　 計富 山 県５小 矢 部 市

　　柑　継続監視調査

注　昨年度までの「定期モニタリング調査（環境監視調査）」から名称変更したもの。

注　昨年度までの「定期モニタリング調査（汚染井戸調査）」から名称変更したもの。
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注１　測定値は、年平均値です。（ただし、ＢＯＤの測定値は、７５％水質値です。）
　２　「７５％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、０．７５×ｎ番目（ｎはデータ

数）の値であり、適否は、全データのうち７５％以上のデータが環境基準を満足しているものを適
（○印）としています。

　３　「水域類型」のＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥは、「水質汚濁に係る環境基準（昭和４６年環境庁告示
第５９号）」に示された「河川」の類型を示しています。（平成２２年３月３１日現在）

　表２‐２７　河川の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（２１年度）
ＢＯＤ

（mg／ ℓ ）
ＳＳ

（mg／ ℓ ）
ＤＯ

（mg／ℓ ）ｐＨ水域類型調 査 地 点水 域 名 適否
○１．３１５９．５７．４Ａ阿 尾 橋阿 尾 川
○１．３１４９．４７．５Ａ間 島 橋余 川 川
○１．３１５９．３７．３Ｂ北 の 橋上 庄 川
○２．０１３８．３７．３Ｃ八 幡 橋仏 生 寺 川
○２．２１１８．８７．５Ｃ中 の 橋湊 川
○１．７１１９．５７．３Ｄ河 口小 矢 部 川
○２．０１２９．６７．４Ｃ城 光 寺 橋
○１．２１２１０７．５Ａ国 条 橋
○０．５９１１７．５ＡＡ太 美 橋
○１．６８９．９７．２Ｄ地 子 木 橋千 保 川
○０．８９１１７．３Ｂ新 祖 父 川 橋祖 父 川
○１．２１８１１７．５Ａ福 野 橋山 田 川
○０．５５１０７．５ＡＡ二 ヶ 渕 え ん 堤
○０．６３１１７．６Ａ大 門 大 橋庄 川
○０．５５１１７．６ＡＡ雄 神 橋
○０．６７１１７．５Ａ末 端和 田 川
○０．８５９．２７．３Ｃ山 王 橋内 川
○０．９７９．６７．３Ｃ西 橋
○１．２７９．２７．３Ｂ稲 積 橋下 条 川
○１．３７９．１７．３Ｂ白 石 橋新 堀 川
○１．３１０１０７．５Ｃ萩 浦 橋神 通 川
○０．９９１１７．６Ａ神 通 大 橋
○０．６５１１７．７Ａ新 国 境 橋宮 川
○０．７２１１７．９Ａ新 猪 谷 橋高 原 川
○０．９７１０７．７Ｃ四 ッ 屋 橋いたち川
○１．２５１０７．５Ｂ桜 橋松 川
○１．７９１１７．６Ｂ高 田 橋井 田 川
○０．９７１１７．６Ａ落 合 橋
○１．２９１１７．６Ａ八 幡 橋熊 野 川
○１．１５９．５７．４Ｅ萩 浦 小 橋富 岩 運 河
○１．６６８．１７．２Ｅ岩 瀬 橋岩 瀬 運 河
○０．９５１１７．５Ａ今 川 橋常 願 寺 川
○０．６５１１７．７ＡＡ常 願 寺 橋
○１．２５９．９７．６Ｂ東 西 橋白 岩 川
○０．７４１１７．６Ａ泉 正 橋
○１．９４１０７．４Ｃ流 観 橋栃 津 川
○０．６４１１７．６Ａ寺 田 橋
○０．５未満２１０６．９Ａ魚 躬 橋上 市 川
○１．０１０９．９７．０Ｂ落 合 橋中 川
○０．５未満３１１７．３ＡＡ早 月 橋早 月 川
○０．７４１１７．３Ａ角 川 橋角 川
○０．８３１１７．３Ｂ港 橋鴨 川
○０．５４１０７．３Ａ末 端片 貝 川
○０．５未満３１１７．４ＡＡ落 合 橋
○０．６４１０７．４Ａ落 合 橋布 施 川
○０．９９１１７．６Ａ石 田 橋黒 瀬 川
○０．８５１１７．７Ｂ堀 切 橋高 橋 川
○０．７４１１７．６Ｂ吉 田 橋吉 田 川
○０．６５１１７．７ＡＡ下 黒 部 橋黒 部 川
○０．６６１１７．７Ａ末 端入 川
○０．５３１１７．５Ａ赤 川 橋小 川
○０．５未満３１１７．１ＡＡ上 朝 日 橋
○０．５未満５１１７．１Ａ舟 川 橋舟 川
○０．８４１１７．５Ｂ末 端木 流 川
○０．５未満１１１７．６Ａ笹 川 橋笹 川
○０．５未満４１１７．３Ａ境 橋境 川
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　表２‐２８　河川末端における水質（ＢＯＤ）の年度別推移

２１年度２０年度１９年度１８年度１７年度
水 域 類 型

水 域 名
基準値

１．７２．２２．６２．３２．７８Ｄ小 矢 部 川
主

要

５

河

川

１．３１．７１．８１．２１．６５Ｃ神 通 川

０．６０．７０．７０．７０．７２Ａ庄 川

０．９１．１０．９１．０１．２２Ａ常 願 寺 川

０．６０．６０．５０．６０．７１ＡＡ黒 部 川

１．３１．４１．０１．３１．５３Ｂ上 庄 川

都
　
市
　
河
　
川

中

小
　

河

川

２２

２．２２．２２．２２．１２．０５Ｃ仏生寺川（湊川）

０．９０．９１．３１．４１．１５Ｃ内　　 川（西橋）

１．２１．０１．０１．３１．１３Ｂ下 条 川

１．０１．０１．２１．１１．３３Ｂ中 川

０．７０．７１．１１．００．９２Ａ角 川

０．８１．００．９１．５１．４３Ｂ鴨 川

０．９０．９１．０１．２１．３２Ａ黒 瀬 川

０．８０．６０．６１．００．８３Ｂ高 橋 川

０．８１．２１．０１．１１．１３Ｂ木 流 川

１．３１．１１．１１．１１．１２Ａ阿 尾 川

そ

の

他

の

河

川

１．３１．６１．６１．２１．５２Ａ余 川 川

１．３１．２１．５１．６２．０３Ｂ新 堀 川

１．２１．０１．１１．０１．０３Ｂ白 岩 川

０．５未満０．５未満０．５０．６０．５２Ａ上 市 川

０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満１ＡＡ早 月 川

０．６０．６０．８０．６０．５２Ａ片貝川（布施川）

０．７１．０１．０１．２０．９３Ｂ吉 田 川

０．６０．７０．７０．７１．１２Ａ入 川

０．５０．５未満０．５未満０．５未満０．５２Ａ小 川

０．５未満０．５未満０．５未満０．５０．５２Ａ笹 川

０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満２Ａ境 川

（単位：mg／ℓ ）


